浜田市鳥獣被害防止モデル集落認定要領

（趣旨）
第１条　この要領は、効果的な鳥獣被害防止対策を推進するため、集落ぐるみで自主的に鳥獣被害防止対策を行う、浜田市鳥獣被害防止モデル集落（以下「モデル集落」という。）の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
（モデル集落の要件）
第2条　モデル集落は、市内に存する集落及び営農組織（集落組織、集落営農法人等）のうち、総合的な鳥獣被害防止対策（侵入防止対策、集落環境整備、加害獣の追払い・有害捕獲）の重要性を理解し、自らが主体となって「被害ゼロ」を目指して集落ぐるみで鳥獣被害対策実践活動に取り組む意欲ある集落等とする。
（モデル集落の申請）
第3条　モデル集落の認定を受けようとする集落は、鳥獣被害防止モデル集落育成事業実施計画書（様式第1号）を浜田市有害鳥獣捕獲対策協議会会長（以下「会長」という。）提出しなければならない。
（モデル集落の認定）
第4条　会長は、前条の申請があったときは、速やかに審査し、認定条件に適合すると認められる場合は、モデル集落として認定し、浜田市鳥獣被害防止モデル集落認定証（様式第2号）（以下「認定証」という。）を交付するものとする。
2 　前項の規定による認定の有効期限は、認定の日から5年間とする。
（モデル集落の役割）
第5条　モデル集落は、集落を餌場にしない、住処にしない、潜み場所にしない集落環境整備活動を基本とし、侵入防護柵の適正な設置及び維持管理、並びに加害獣の有害捕獲活動を主体的に行うことで、地域の鳥獣被害を軽減するほか、他の地域に模範となる先導的な普及啓発の役割を担う。
　（モデル集落の取組）
第6条　モデル集落は、被害状況に応じて次に掲げる取組のいずれかを複合的に実施するものとする。
1  集落環境整備活動（農地周辺の除草、耕作放棄地及び竹藪の管理、山際への緩
　衝帯の整備、放任果樹、放置野菜等の除去）
2  侵入防護柵の適切な設置及び維持管理（定期的点検及び修繕）
3  加害獣の追払い又は有害捕獲
4  鳥獣被害防止対策研修の実施
5  先進地視察の実施
6 　その他鳥獣被害防止に関する取組
（モデル集落の取組状況調査）
第7条　会長は、モデル集落に対して、前条に規定する取組にかかるヒヤリングを様式第3号により実施するものとする。
　（モデル集落の支援）
第8条　会長は、集落ぐるみで住民自らが考え、行動する集落の育成のため、前条に規定するヒヤリングを踏まえて、モデル集落の現状の課題を洗い出し、次に掲げる支援を行うものとする。
1  被害状況の確認と加害鳥獣の特定
2  被害対策への職員による研修会、技術的指導
3  被害対策費の財源などのアドバイス
（認定の取消し）
第9条　会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、モデル集落の認定を取り消すものとする。
⑴　前条に規定する取組を実施しなくなった場合
⑵　集落から認定取り消しの申し出があった場合
⑶　その他会長が必要と認める場合
（その他）
第10条　この要領に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附　則
（施行期日）
1 　この要領は、令和3年6月15日から施行する。
　　　附　則
1 　この要領は、令和7年2月1日から施行する。


様式第1号（第3条関係）
鳥獣被害防止モデル集落育成事業　被害ゼロに向けた実施計画
1． 地域の概要
	市町村
	
	事業実施主体
	

	取組地域
	
	取組主体
	

	代表者名
	
	代表者連絡先
	

	取組戸数
	戸　詳細は別紙のとおり

	維持管理研修
	　実施予定（令和　年　頃予定）


地域の位置図と計画図を添付、研修状況を添付（実施予定の場合は実績報告時に提出）
2． 被害の状況（被害作物、被害獣種、被害内容、被害面積、被害金額等）　　
	被害内容は被害箇所図のとおり
被害作物： 　　　　
被害獣種：　　　　　　　　被害金額：　　　　千円　


　　　費用対効果分析、被害状況写真等添付
３．地域ぐるみによる具体的取組内容（啓発活動、環境整備、防護、捕獲等）
	・鳥獣被害対策の3本柱である①被害防止対策（侵入防護柵の設置等）②捕獲対策（加害獣の追払いや有害捕獲）③集落環境対策(草刈りやくず野菜、放任果樹等の誘因物や竹藪の除去、緩衝帯の整備)について、取り組む。記載例

先ず、①被害防止対策（侵入防護柵の設置等）は、被害軽減効果が高いことから、広域防護柵を令和7年度から3か年程度かけて全域に設置する。
②捕獲対策と③生息環境対策を実施するうえで、管理体制を構築する必要がある。
県の普及部と市の鳥獣被害対策担当部署に鳥獣対策の知識の支援を依頼する。獣の習性や行動学を知り、適切な対策を講じるために講習会を通して 地域全体での鳥獣被害対策の意識付の機会とする。また、イノシシの出没ポイントや被害対策実施状況をマップ化し、集落点検を実施し、現状を構成員で共有し、広域防護柵の設置等対策実施に役立ったことがあげられる。今後はさらに取組みに対するPDCAサイクルにより分析を進め、地域ぐるみで鳥獣対策を進める上で必要な 事項を整理すると共に、被害ゼロを目指して取組みます。 


4．年間活動計画
	時期
	啓発活動
	環境整備
	防　護
	捕　獲
	その他

	通年
	地域ぐるみの獣害対策意見交換会（随時）
	・農地周辺及び竹藪刈払い
・放任果樹、野菜残渣の管理
	既設防護柵点検・修繕
	4～10月
適宜　有害捕獲活動
	

	４月
	
	
	
	捕獲檻購入
	

	５月
	
	・放任果樹、野菜残渣の管理
	
	
	

	６月
	
	
	
	
	

	７月
	
	
	
	
	

	８月
	
	
	
	
	

	９月
	
	・放任果樹、野菜残渣の管理
	
	
	

	１０月
	侵入防護柵設置講習
	・放任果樹、野菜残渣の管理
	広域防護柵設置開始
	
	美郷町先進地視察

	１１月
	
	・放任果樹、野菜残渣の管理
	
	
	

	１２月
	
	
	
	
	

	１月
	
	
	
	
	

	２月
	
	
	広域防護柵設置完了
	
	

	３月
	
	
	
	
	

	備考
	
	
	
	
	



5．役割分担
	役割
	氏　名
	主な役割
	備　考

	部会長
	
	代表者として本組織を総括する
	

	副部会長
	
	部会長を補佐する
	

	入防護柵班
	
	班長
	

	
	
	副班長
	

	
	
	班員
	

	
	
	班員
	

	
	
	班員
	

	環境対策班
	
	班長
	

	
	
	副班長
	

	
	
	班員
	

	
	
	班員
	

	
	
	班員
	

	捕獲・情報伝達班
	
	班長
	

	
	
	副班長
	

	
	
	班員
	

	
	
	班員
	

	事務局
	
	県・市との連絡調整、各構成員への情報共有
	





様式第2号（第4条関係）

[bookmark: _GoBack]浜田市鳥獣被害防止モデル集落認定証

集落名


浜田市鳥獣被害防止モデル集落に認定します。
　　　　　　　　　　（認定証の有効期限　　年　　月　　日）

　　　　　年　　月　　日


　　　　　　　　　　　　　　　　　　浜田市有害鳥獣捕獲対策協議会会長

